
学校 問診（対象：全学年実施、学校医によるチェック） 

④ 

様式２－２ 

① 様式２－１ 

様式２－１ 

● 結核精密検査結果の流れ 

● 結核検診査結果の報告 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市町村立学校 → 市町村教育委員会 

○県立学校、鳥取大学附属学校、私立学校 

⑤ 精密検査 

・ 質問１～３「はい」に○のある者 

・ 質問４「はい」に○があり、世界保健機関

の示すまん延国に該当する者 

※質問４「はい」に○のある者は、入学時また

は転入時に１回の精密検査の対象とする。 

 
 

＊７月１日以降であっても該当者が発生した

場合は対象とする。 

質問５「はい」に○

があり、補問５－

１、５－２とも「い

いえ」に○の者 

質問６「いいえ」に

○のある者は他の

質問に該当がなけ

れば「異常なし」 

学校医による診察 

＜健康状態を確認後、精密検査対象者を決定＞ 

医療機関 

市町村教育委員会 
・ 精密検査対象者のうち質問１～質問３に○

がある者を保健所へ提出（様式２－１） 

・ 保健所の連絡を受け、管理状況「無」または

「不明」の場合は保健所と相談の上、精密検

査対象の可否を決定する。 

 

注）精密検査対象者のうち質問４と質問５に○

がある者は要精密検査者とする。（保健所へ

の連絡は不要） 

保健所 

結核既管理者を教育委員会

へ返送 

② 

③ 

市町村教育委員会 
各学校の実施状況報告書等をまとめ、各

局へ報告。各局がまとめて鳥取県学校結

核対策会議事務局（鳥取県教育委員会事

務局体育保健課内）へ報告。 

学校 
・ 精密検査受検者の保護者へ結果

の報告 

・ 学校医への報告 

・ 実施状況報告書等を市町村教育

委員会へ報告 

【学校医に確認の上、至急設置者へ報告】 

要精密検査者 

学校 
【要精密検査者を 

学校医へ報告・確認】 

④ 様式２－１（保健所記入のもの） 

精密検査対象者 

別紙１ 

医療機関 

小・中学校（小・中学部）の定期健康診断における結核健診の流れ 

→ 鳥取県学校結核対策会議（体育保健課内） 

 

スクリーニング対象国から入国前結

核スクリーニングを受け日本に入国

した場合であって、有効な「結核非発

病証明書」を確認できる場合は精密検

査を省略することができる。 


